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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検眼の視神経乳頭部及び黄斑部を含むカラーの眼底画像を取得する取得手段と、
　前記眼底画像の一部の領域として、前記眼底画像の前記黄斑部を含む領域と前記視神経
乳頭部を含む領域とのいずれかの領域を決定する決定手段と、
　前記一部の領域に対して無相関ストレッチ法に基づく画像処理を適用することにより、
前記一部の領域の色の差が強調された画像を生成する生成手段と、
　を有することを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　前記決定手段は、ユーザの操作に応じて前記眼底画像上の少なくとも一点が指定される
ことにより、前記一部の領域を決定することを特徴とする請求項１に記載の画像処理装置
。
【請求項３】
　前記決定手段は、ユーザが選択した診断目的に関するモードに応じて前記一部の領域を
決定することを特徴とする請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項４】
　前記決定手段は、緑内障に関するモードが選択された場合には前記一部の領域として前
記視神経乳頭部を含む領域を決定し、加齢黄斑変性に関するモードが選択された場合には
前記一部の領域として前記黄斑部を含む領域を決定することを特徴とする請求項３に記載
の画像処理装置。
【請求項５】
　前記決定手段は、ユーザが選択した部位に応じて前記一部の領域を決定することを特徴
とする請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項６】
　前記決定手段は、固視灯の点灯位置に応じて前記一部の領域を決定することを特徴とす
る請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項７】
　前記生成された画像を表示手段に表示させる表示制御手段を更に有することを特徴とす
る請求項１乃至６の何れか１項に記載の画像処理装置。
【請求項８】
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　前記生成された画像を前記眼底画像の前記一部の領域の上に重ねた状態で表示手段に表
示させる表示制御手段を更に有することを特徴とする請求項１乃至６の何れか１項に記載
の画像処理装置。
【請求項９】
　前記生成された画像に対して解析することにより前記生成された画像の所定の領域を抽
出する解析手段と、
　前記抽出された所定の領域を前記眼底画像の前記抽出された所定の領域に対応する位置
に重ねた状態で表示手段に表示させる表示制御手段と、
　を更に有することを特徴とする請求項１乃至６の何れか１項に記載の画像処理装置。
【請求項１０】
　前記生成手段は、前記一部の領域に対して前記無相関ストレッチ法に基づく画像処理と
は異なる画像処理を適用することにより、前記強調された画像とは異なる画像として、前
記一部の領域の色の差が強調された画像を生成し、
　前記表示制御手段は、前記強調された画像と前記異なる画像とを前記表示手段に並べて
表示させることを特徴とする請求項７乃至９の何れか１項に記載の画像処理装置。
【請求項１１】
　前記生成手段は、前記一部の領域に対して前記無相関ストレッチ法に用いられるパラメ
ータの第１の値及び前記第１の値とは異なる第２の値に基づく画像処理をそれぞれ適用す
ることにより、前記強調された画像として第１の画像及び第２の画像を生成し、
　前記表示制御手段は、前記第１の画像と前記第２の画像とを前記表示手段に並べて表示
させることを特徴とする請求項７乃至９のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項１２】
　前記取得手段は、異なる日時で前記被検眼を撮影して得た複数の眼底画像を取得し、
　前記決定手段は、前記複数の眼底画像のうち基準となる眼底画像を決定し、
　前記生成手段は、前記基準となる眼底画像の前記一部の領域に対して適用された前記無
相関ストレッチ法に用いられるパラメータの値を用いて、前記複数の眼底画像のうち前記
基準となる眼底画像とは異なる眼底画像に対して前記無相関ストレッチ法に基づく画像処
理を適用することを特徴とする請求項１乃至１１の何れか１項に記載の画像処理装置。
【請求項１３】
　前記パラメータとして、前記一部の領域の各画素値を所定の色空間に分布させた場合の
複数の主成分軸の向きに関するパラメータを少なくとも含むことを特徴とする請求項１１
または１２に記載の画像処理装置。
【請求項１４】
　前記生成手段は、前記一部の領域の各画素値を所定の色空間に分布させた場合に、複数
の主成分軸における色のばらつき量を略一致させ、
　前記パラメータは、前記略一致されたばらつき量を強調する際の目標量に関するパラメ
ータであることを特徴とする請求項１１または１２に記載の画像処理装置。
【請求項１５】
　前記一部の領域に対する前記無相関ストレッチ法に基づく画像処理とは、前記一部の領
域の各色を所定の色空間に分布させた場合に、複数の主成分軸における色のばらつき量を
略一致させ、前記略一致されたばらつき量を強調する処理であることを特徴とする請求項
１乃至１４の何れか１項に記載の画像処理装置。
【請求項１６】
　白内障モードを含む複数のモードのいずれかを選択する選択手段と、
　前記白内障モードが選択された場合に前記眼底画像または前記一部の領域を鮮鋭化する
鮮鋭化手段を更に有することを特徴とする請求項１乃至１５の何れか１項に記載の画像処
理装置。
【請求項１７】
　前記決定手段は、前記眼底画像の一部の領域として、前記眼底画像の前記黄斑部を含み
且つ前記視神経乳頭部を含まない領域と前記視神経乳頭部を含み且つ前記黄斑部を含まな
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い領域とのいずれかの領域を決定することを特徴とする請求項１乃至１６の何れか１項に
記載の画像処理装置。
【請求項１８】
　前記決定手段は、前記眼底画像の前記視神経乳頭部と前記黄斑部とを結ぶ線分に対して
交差する線によって規定される２つの領域のうち、前記黄斑部を含む領域と前記視神経乳
頭部を含む領域とのいずれかの領域を決定することを特徴とする請求項１乃至１６の何れ
か１項に記載の画像処理装置。
【請求項１９】
　被検眼の視神経乳頭部及び黄斑部を含むカラーの眼底画像を取得する取得手段と、
　前記眼底画像の一部の領域として、前記眼底画像の前記黄斑部を含む第１の領域と前記
視神経乳頭部を含む第２の領域とを決定する決定手段と、
　前記第１の領域及び前記第２の領域それぞれに対して無相関ストレッチ法に基づく異な
る画像処理を適用することにより、前記第１の領域及び前記第２の領域それぞれの色の差
が強調された画像を生成する生成手段と、
　を有することを特徴とする画像処理装置。
【請求項２０】
　前記視神経乳頭部を含む第２の領域は、前記眼底画像における前記黄斑部を含む第１の
領域以外の領域であることを特徴とする請求項１乃至１９のいずれか１項に記載の画像処
理装置。
【請求項２１】
　異なる日時で被検眼を撮影して得たカラーの複数の眼底画像を取得する取得手段と、
　前記複数の眼底画像のうち基準となる眼底画像を決定する決定手段と、
　前記基準となる眼底画像に対して無相関ストレッチ法に基づく画像処理を適用し、且つ
前記無相関ストレッチ法に基づく画像処理に用いられるパラメータの値を用いて前記複数
の眼底画像のうち前記基準となる眼底画像とは異なる眼底画像に対して前記無相関ストレ
ッチ法に基づく画像処理を適用することにより、前記基準となる眼底画像の色の差が強調
された画像及び前記異なる眼底画像の色の差が強調された画像を生成する生成手段と、
　を有することを特徴とする画像処理装置。
【請求項２２】
　可視光を発生させる撮影光源を有する眼科撮影装置と通信可能に接続され、
　前記取得手段は、前記可視光を用いて前記被検眼を撮影して得たカラーの眼底画像を取
得することを特徴とする請求項１乃至２１のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項２３】
　被検眼の視神経乳頭部及び黄斑部を含むカラーの眼底画像の一部の領域として、前記眼
底画像の前記黄斑部を含む領域と前記視神経乳頭部を含む領域とのいずれかの領域を決定
する決定工程と、
　前記一部の領域に対して無相関ストレッチ法に基づく画像処理を適用することにより、
前記一部の領域の色の差が強調された画像を生成する生成工程と、
　を有することを特徴とする画像処理方法。
【請求項２４】
　被検眼の視神経乳頭部及び黄斑部を含むカラーの眼底画像の一部の領域として、前記眼
底画像の前記黄斑部を含む第１の領域と前記視神経乳頭部を含む第２の領域とを決定する
決定工程と、
　前記第１の領域及び前記第２の領域それぞれに対して無相関ストレッチ法に基づく異な
る画像処理を適用することにより、前記第１の領域及び前記第２の領域それぞれの色の差
が強調された画像を生成する生成工程と、
　を有することを特徴とする画像処理方法。
【請求項２５】
　異なる日時で被検眼を撮影して得たカラーの複数の眼底画像のうち基準となる眼底画像
を決定する決定工程と、
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　前記基準となる眼底画像に対して無相関ストレッチ法に基づく画像処理を適用し、且つ
前記無相関ストレッチ法に用いられるパラメータの値を用いて前記複数の眼底画像のうち
前記基準となる眼底画像とは異なる眼底画像に対して前記無相関ストレッチ法に基づく画
像処理を適用することにより、前記基準となる眼底画像の色の差が強調された画像及び前
記異なる眼底画像の色の差が強調された画像を生成する生成工程と、
　を有することを特徴とする画像処理方法。
【請求項２６】
　請求項２３乃至２５のいずれか１項に記載の画像処理方法の各工程をコンピュータに実
行させることを特徴とするプログラム。
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